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　税制改正により、令和元年１０月１日から、自動車取得税（道税）が廃止され、自動車税お

よび軽自動車税において、「環境性能割」が創設されます。

　環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的としています。

軽自動車税（環境性能割）
が創設されます

区　分

税　率

自家用（取得日）
営業用令和元年 10 月 1日～

令和 2 年 9 月 30 日
令和 2 年 10 月1日～

電気自動車

天然ガス軽自動車
（平成 21 年排出ガス規制適合かつ NOx10％低減達成、または平成
30年排出ガス規制適合）

非課税
非課税 非課税

ガソリン車
（ハイブリット車含む）

平成 17 年排出ガ
ス基準 75％低減
達成車（★★★★）

または、平成 30
年排出ガス基準
50％低減達成車

（★★★★）

令和 2 年度燃費基
準＋ 20％達成

令和 2 年度燃費基
準 +10％達成

令和 2 年度燃費基
準達成 1％ 0.5％

平成 27 年度燃費
基準 +10％達成

1％ 2％
1％

上記以外 2％

軽自動車税（環境性能割）の税率

※「平成 32 年度燃費基準」は「令和 2 年度燃費基準」と同様の扱いとします。
　現行の軽自動車税は軽自動車税（種別割）に名称が変わりますが、手続きや税率（税額）は変更されません。

問合せ先 　 住民課資産税係　☎（574）2213

　令和元年 10 月 1 日から、消費税および地方消費税の税率が 8％から 10％に引き上

げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。

令和元年 10 月 1 日から

消費税軽減税率制度が実施されます

軽 減 税 率（8 ％）
の対象品目
軽減税率が適用されるのは、
次の対象品目の譲渡（販売）
です。

飲食料品　食品表示法に規定する食品（酒類を除きます）をいい、一定の要

件を満たす一体資産を含みます。外食やケータリング等は、軽減

税率の対象品目に含まれません。

新 聞　一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会

的事実を掲載する週 2 回以上発行されるもので、定期購読契約に

基づくものをいいます。

帳簿および

請求書等の記載

と保存

　消費税率が複数税率となりますので、制度実施前の記載事項に加え、軽減

対象資産の譲渡等である旨および税率ごとに区分して合計した税込対価の額

を記載した請求書等（区分記載請求書等）を交付することや、日々の経理に

おいて取引を税率が異なるごとに区分して記帳し、帳簿に軽減対象資産の譲

渡等に係るものである旨を記載するなどの対応が必要となります。

　また課税事業者の方は、仕入税額控除の適用を受けるためには、こうした

複数税率に対応した帳簿および区分記載請求書等の保存が必要になります。

軽減税率制度は

全ての事業者の

方に関係します

　軽減税率制度の下では、売上げや仕入れ（経費）を税率ごとに区分して経

理する必要があるほか、複数税率に対応した区分記載請求書等の交付や保存

などが必要となります。このような事務は、軽減税率の対象品目を取り扱う

事業者はもとより、軽減税率の対象品目の売上げがない事業者や消費税の納

税義務のない免税事業者を含め、全ての事業者に関係します。

○飲食料品の売上げ・仕入れの両方がある課税事業者の方
　売上げや仕入れについて、取引ごとの税率により区分経理を行うことや、
区分記載請求書等を交付する必要があります。

○飲食料品の売上げがなくても、飲食料品の仕入れ（経費）があ
る課税事業者の方

　仕入れ（経費）について、取引ごとの税率により区分経理を行う等の対応
が必要となります。

○免税事業者の方
　課税事業者と取引を行う場合、区分記載請求書等の交付を求められる場合
があります。
※免税事業者からの仕入れについても、課税事業者が仕入税額控除を行うためには、区

分記載請求書等の保存が必要です。

問合せ先 　 住民課住民税係　☎（574）2213

軽減税率制度に関するお問合せ先

消費税軽減税率電話相談センター（軽減コールセンター）

専用ダイヤル☎ 0120-205-553【受付時間】9：00 ～ 17：00（土日祝日除く）

軽減税率制度に関する詳しい情報については、国税庁 HP 特設サイト
「消費税の軽減税率制度について」（www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm) をご覧ください

対 象

　三輪以上の軽自動車で取得価格が５０万円を超

える車両（新車・中古車を問いません）

手続き

　これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取

得時に申告・納付してください。

　なお、軽自動車税（環境性能割）は、市町村の

税となりますが、当分の間は北海道が賦課徴収を

行います。

税 率

　軽自動車の取引価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は燃費性能に応じて決定

されます。消費税率引上げに伴う対応として、令和元年１０月１日から令和２年９月３０日までの間に自

家用の軽自動車を取得する場合、環境性能割の税率が１％軽減されます。この軽減措置には、中古車も含

まれます。
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